
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
（
以
下
、
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
相
談
件
数
に
比
べ
支
援
決
定
件
数
が
依

然
と
し
て
少
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
更
に
業
務
の
効
率
化
、
迅
速
化
を
図
り
、
よ
り
多
く
の
支
援
を
可
能
と
す
る
体
制
を
構

築
す
る
こ
と
。

二
、
機
構
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
簡
易
化
を
図
る
な
ど
一
層
の
工
夫
を
行
い
、
多
額
の
債
務
に
苦
し
む

中
小
企
業
に
お
い
て
も
機
構
を
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
費
用
の
低
減
化
を
図
る
と
と
も
に
、
要
す
る
費
用
の
予
見
可
能
性

を
高
め
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
機
構
に
お
い
て
は
、
特
定
債
権
買
取
業
務
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以

下
、
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
保
証
債
務
の
整
理
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
模
範
と
な
る
事
例
）
を

示
す
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
金
融
機
関
等
関
係
者
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
尊
重
、
遵
守
す
る
よ
う
に
、
そ
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
金
融
機
関
等
に

対
す
る
検
査
、
監
督
を
通
じ
、
金
融
実
務
に
お
い
て
定
着
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
不
明
瞭
、
不
明
確
な
点
が
な
い
か
、
更
に
検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
Ｑ

＆
Ａ
の
充
実
を
図
る
な
ど
金
融
機
関
等
の
不
安
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
個
人
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資
を
確
立
す
る
べ
く
、
民
法
（
債
権
法
）
そ
の
他
の
関
連
す
る
各
種
の
法
改
正
等
の
場
面
に

お
い
て
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


